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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
九
年
二
月
十
五
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
か
や
に
ぎ
わ
い
放
送
倶
楽
部 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

伊
藤 

眞
治 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
深
谷
市
山
河
千
九
十
一
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
深
谷
市
民
及
び
来
訪
者
を
対
象
に
、
様
々
な
情
報
を
提
供
す
る
た
め
Ｆ
Ｍ
放 

 

送
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
文
化
の
振
興
と
経
済
の
活
性
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
安 

 

心
・
安
全
で
豊
か
な
市
民
生
活
の
向
上
と
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
九
年
二
月
十
五
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ウ
イ
ホ
ー
プ
Ｌ
・
Ｄ
・
Ｓ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

大
久
保 

照
夫 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
熊
谷
市
上
恩
田
四
百
三
十
二
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
地
域
が
抱
え
て
い
る
子
育
て
問
題
に
対
し
て
、
体
験
学
習
・
地
域
ふ
れ
あ
い 

 

促
進
事
業
・
各
種
勉
強
会
や
事
業
を
通
し
て
、
子
ど
も
が
地
域
の
人
達
に
愛
さ
れ
、
大
き
な
夢 

 

を
も
っ
て
将
来
、
国
際
人
と
し
て
働
く
星
に
な
れ
る
よ
う
子
ど
も
の
健
全
育
成
を
図
る
と
と
も 

 

に
、
希
望
の
も
て
る
子
育
て
支
援
や
地
域
安
全
活
動
を
行
い
、
社
会
教
育
の
増
進
に
寄
与
す
る 

 

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
見
沼
代
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
の
土
地
改
良
事
業
（
維

持
管
理
事
業
）
計
画
の
変
更
認
可
申
請
を
平
成
二
十
九
年
二
月
十
五
日
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及

び
当
該
決
定
に
係
る
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
役
所 

 
 

川
口
市
役
所 

 
 

行
田
市
役
所 

 
 

加
須
市
役
所 

 
 

春
日
部
市
役
所 

 
 

羽
生
市
役
所 

 
 

鴻
巣
市
役
所 

 
 

上
尾
市
役
所 

 
 

草
加
市
役
所 

 
 

越
谷
市
役
所 

 
 

蕨
市
役
所 

 
 

戸
田
市
役
所 

 
 

桶
川
市
役
所 

 
 

久
喜
市
役
所 

 
 

蓮
田
市
役
所 

 
 

白
岡
市
役
所 

 
 

伊
奈
町
役
場 

 
 

宮
代
町
役
場 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
二
十
九
年
二
月
十
五
日
に
県
営
土
地
改
良
事
業
手
子
林
第
三
地
区
（
区
画
整
理
事
業
）

の
換
地
処
分
を
し
た
。 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号 

 
次
に
掲
げ
る
建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  

サ
ク
ラ
工
業
株
式
会
社 

株
式
会
社
小
川
建
設 

鈴
木
内
装 

有
限
会
社
伊
藤
建
設 

株
式
会
社
サ
ン
エ
ス 

株
式
会
社
ラ
イ
ン
ク
リ

エ
ー
ト 

株
式
会
社
ハ
ウ
ス
リ
ス

ト 

商
号
又
は
名
称 

佐
藤 

秀
夫 

小
川 

誠 

鈴
木 

俊
秋 

伊
藤 

裕
幸 

鈴
木 

一
郎 

中
尾 

英
俊 

亭 

光
彦 

代
表
者
の
氏
名 

埼
玉
県
三
郷
市
幸
房
一
四
四
四
番
地 

埼
玉
県
春
日
部
市
銚
子
口
六
六
三
番
地
三 

埼
玉
県
春
日
部
市
米
島
八
六
一
番
地
一
九 

埼
玉
県
戸
田
市
喜
沢
南
一
丁
目
二
番
二
五
―

四
一
四
号 

埼
玉
県
川
口
市
芝
中
田
一
丁
目
四
〇
番
八
号 

埼
玉
県
志
木
市
本
町
六
丁
目
一
八
番
二
二
号 

埼
玉
県
川
越
市
今
福
八
二
〇
番
地
二 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
一
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月

三
十
一
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
北
本
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
六
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年

一
月
二
十
六
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
か
ら
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
二
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月

二
十
七
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
桶
川
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
三
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年
一

月
三
十
一
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
北
首
都
国
道
事

務
所
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号 

 
埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条

例
第
六
十
一
号
）
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
し
た
土
地
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
変
更
し
た
土
地
の
区
域
を
示
す
図
面
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
を
所
管
す
る
建
築
安
全

セ
ン
タ
ー
及
び
当
該
市
町
村
の
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行

為
等
の
規
制
に
係
る
事
務
を
担
当
す
る
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

変
更
し
た
土
地
の
区
域 

二 

変
更
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日 

  

 

嵐
山
町 

市 

町 

村 

大
字
吉
田
の
一
部 

土 
地 

の 

区 

域 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号 

 
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
九
年
五
月
九
日
か
ら
平
成
四
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
伊
勢
野
、
大
字
大
瀬
、
大
字
古
新
田
、
大
字
垳
、
大
字
大
原
及
び
大
字 

 

大
曽
根
の
各
一
部 

四 

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称 

 
 

草
加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業 

五 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
中
馬
場
五
十
二
番
地
二 

六 

事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日 

 
 

平
成
九
年
五
月
九
日 

七 

変
更
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

東
松
山
市
市
の
川
特
定
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

平 

野 

十
四
三 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
市
ノ
川
八
百
十
番
地
三 

 

野 

口 

眞 

一 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
市
ノ
川
七
百
七
十
六
番
地 

 

前 

田 
 

 

実 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
加
美
町
三
番
二
十
一
号 

 

平 

田 

守 

一 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
市
ノ
川
七
百
八
十
二
番
地
九 

 

伊 

藤 

一 

久 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
加
美
町
十
一
番
十
八
号 

 

島 

村 

和 

一 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
市
ノ
川
七
百
十
二
番
地 

 

西 

川 

梅 

次 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
加
美
町
十
番
六
号 

 

野 

原 

政 

一 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
加
美
町
十
一
番
三
十
七
号 

 

長
谷
部 

昌 

司 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
市
ノ
川
八
百
十
三
番
地
四 

 

藤 

井 

忠 

興 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
加
美
町
九
番
四
号 

 
 

就
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

平 

野 

十
四
三 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
市
ノ
川
八
百
十
番
地
三 

 

野 

口 

眞 

一 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
市
ノ
川
七
百
七
十
六
番
地 

 

前 

田 
 

 

実 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
加
美
町
三
番
二
十
一
号 

 

平 

田 

守 

一 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
市
ノ
川
七
百
八
十
二
番
地
九 

 

伊 

藤 

一 

久 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
加
美
町
十
一
番
十
八
号 

 

島 

村 

和 

一 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
市
ノ
川
七
百
十
二
番
地 

 

西 

川 

梅 

次 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
加
美
町
十
番
六
号 

 

野 

原 

政 

一 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
加
美
町
十
一
番
三
十
七
号 

 

長
谷
部 

昌 

司 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
市
ノ
川
八
百
十
三
番
地
四 

 

藤 

井 

忠 

興 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
加
美
町
九
番
四
号 

 

池 

上 

哲 

二 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
市
ノ
川
七
百
八
十
八
番
地
五 

 

大 

野 

順 

子 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
加
美
町
三
番
五
十
一
号 

 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
三
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
八
〇
〇
二
〇
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

川
建
セ
第
二
八
〇
〇
六
八
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
廣
野
字
六
丁
千
四
百
三
十
七
番
一
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
志
多
町
三
番
地
四 

 
 

内
田 

裕
介 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
四
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
八
〇
〇
四
一
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

川
建
セ
第
二
八
〇
〇
六
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
大
蔵
字
堀
ノ
内
六
百
四
十
三
番
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
沢
口
町
二
十
一
番
地
八 

メ
ゾ
ン
パ
ー
ク
ス
Ｂ
棟
二
〇
一
号 

 
 

野
村 

裕
司 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

渡 

辺 

賢 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
三
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
八
〇
〇
一
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
十
六
日 

 
 

越
建
セ
第
四
三
四
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
道
佛
五
百
四
十
八
番 

 
 

幸
手
都
市
計
画
事
業
宮
代
町
道
仏
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
地
内
五
十
三
街
区
一
画
地 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
久
喜
市
久
喜
東
一
丁
目
二
十
三
―
三
十
五 

 
 

廣
瀬 

利
一 
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